






補助第227号線整備事業（大和町地区）
（中野区大和町一丁目から同区大和町四丁目地内）

事業区間延長710ｍ、幅員16ｍの地域幹線道路です。本格工事着手まで事業用地を一部歩行空間とし
て活用しています。

新宿歩行者専用道第２号線Ⅲ期区間
（新宿区西新宿一丁目から同区西新宿二丁目地内）

新宿歩行者専用道第２号線は、東京都庁第一本庁舎から新宿区道、青梅街道を経て小田急新宿西口駅前ビ
ルに至る地下歩道です。現在、新宿警察署・新宿野村ビル前から新都心歩道橋下交差点付近までの約140ｍ
区間（Ⅲ期-１工区）で事業を行っており、建築設備の整備を進めています。



橋梁の長寿命化（上高井戸陸橋）

今後長期間にわたり供用するため、主桁外ケーブル補強、主桁当板補強、支承取替等
を行います。

無電柱化後の舗装復旧に併せた歩道のバリアフリー化（早稲田通り）

無電柱化後の舗装復旧に併せて、視覚障害者誘導用ブロックの設置などのバリアフ

リー化を行っています。



路面補修に併せた車道の遮熱性舗装と歩道のバリアフリー化（大久保通り）

傷んだ路面の補修に併せて、暑さ対策が必要な箇所では、路面温度の上昇を抑制する

遮熱性舗装を整備し、沿道環境の改善を図っています。歩道部では、視覚障害者誘導用ブ

ロックの設置や段差解消などのバリアフリー化を行っています。

道路施設の改修（新宿駅西口広場）
駅周辺の案内サインを統一し利便性の向上を図るため、新宿駅西口広場のサイン

改修を行いました。



街路樹の植替え工事 （中野通り）【 樹種：ソメイヨシノ 】

不健全木と診断されたサクラを順次植え替えており、倒木等の事故防止を図っています。

不健全木と診断されたサクラの状況

（主幹の腐朽）

植替えた常緑ヤマボウシの状況

植替えたサクラの状況

大径木化したトウカエデの状況

街路樹の植替え工事 （早稲田通り）【 樹種：トウカエデから常緑ヤマボウシ 】
大径木化した落葉樹のトウカエデを１年を通じ葉を残し、６月に白い花が咲く常緑ヤマボウシ

に 植え替える工事を行いました。（環七通りから杉森中学校付近まで）



　 利用できる工事用搬入路が少ないことから、宮下橋から上流へ向けて平成２５年
度より河川上に全面覆工の作業構台を設置して整備を進め、令和３年度に八幡橋
の架け替えや護岸整備が完了しました。

善福寺川整備工事（八幡橋を下流から望む）

神田川整備工事（中井橋～宮前橋区間）
（杉並区和泉二丁目地内）

（杉並区大宮二丁目地内）

　 令和元年度から令和３年度にかけて、中井橋～宮前橋区間の護岸整備を行うとと
もに、宮前橋を架け替えました。工事は、狭隘な現場状況であるため、井ノ頭通りの
神泉橋下流から河川の上部を全面覆工して実施しました。



それぞれのゲート操作等は善福寺川取水施設から行えます。

環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事
（中野区野方五丁目）

神田川・環状七号線地下調節池の本体トンネルと善福寺川取水施設の遠方監視操作システム

妙正寺川立坑からシールドマシンが発進して、環状七号線の地下で掘進を進めています。

　 神田川・善福寺川および妙正寺川の３河川から洪水を取水して、このトンネルに貯めます。



 

 

ま え が き 
 

 第三建設事務所は、23 区の西側に位置する新宿区、中野区、杉並区の三区を所管し、道路、河川といった都

市基盤の効果的・重点的な整備と効率的・計画的な管理を担っています。 

 管内の人口は約 128 万人、人口密度は、23 区平均 15.5 千人／㎢を上回る 18.9 千人／㎢で、エリア内には、

東京都庁などの超高層ビル街、乗降客数が世界一の新宿駅、歌舞伎町など繁華街を抱える新宿副都心や再開発

の進む中野駅周辺地域が所在する一方で、比較的緑豊かで閑静な住宅街地域、環状六号線、環状七号線沿いの

木造住宅密集地域を抱えるなど多様な地域特性を有しています。 

 

 当所は、幹線道路ネットワークの形成や河川整備をはじめとした高度防災都市づくりなど様々な施策に取り

組んでいます。 

具体的には、放射第５号線、放射第 25 号線、環状第３号線、環状第４号線、環状第５の１号線等の幹線道路

のほか、補助第 26 号線、補助第 74 号線、補助第 133 号線等の地域幹線道路の整備を鋭意進め、首都東京の渋

滞解消、環境改善、防災性の向上を図っています。 

 また、道路監察パトロール、道路巡回などによる日常管理を行うとともに、新宿副都心施設の改修や、路面

補修、橋梁の長寿命化、歩道改善、無電柱化、街路樹の充実（質の向上）などを推進し、安全で快適な道路環

境の提供に取り組んでいます。 

 

 河川事業では、流域の急激な市街化に伴う都市型水害に対応するため、都内最大規模の中小河川である神田

川及び支川の善福寺川・妙正寺川で、１時間あたり 50 ㎜規模の降雨に対応できる護岸の整備を進めてきまし

た。しかし、近年では目標整備水準を超える集中豪雨が増加し、それに伴う水害が発生しています。このこと

から、区部では１時間あたり 75mm 規模の降雨に対応できるよう目標整備水準を引き上げ、河道整備による 50mm

対応に加え、公園及び幹線道路下等を利用した地下式調節池の設置を進め、中流域の水害多発地帯を早期に解

消するように努めています。 

 このうち、神田川・環状七号線地下調節池は、環状七号線の路面下約 40ｍに設置した内径 12.5ｍのトンネル

型調節池で、平成９年４月より供用を開始し、これまでに 44 回（令和３年度末現在）洪水を取水し、水害軽減

に大きな効果を発揮しています。 

  

 さらに、こうした道路・河川整備に必要な事業用地の取得に重点的に取組んでいます。 

 

 今後とも関係各方面の協力を得ながら、高度防災都市の形成、東京 2020 大会レガシーの継承と更なる発展を

見据えた都市基盤の整備・管理を推進し、「世界一の都市」東京の実現を目指していきます。  
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第１ 沿     革 
 

 当所は旧東京府における都市計画道路事業の内、旧荏原、豊多摩の二郡を所管区域とする東京府第一道路改

修事務所として大正９年に開設され、当時の市街地開発事業にあたっていたが、昭和 18 年７月１日東京都制の

施行に伴い計画局所管のもとに区部に７出張所が設置され、第三道路出張所と改称した。 

 昭和 19 年２月 15 日処務規程改正により、都内の道路事業を３区域に区分した際、当所は第二道路出張所と

なり、続いて翌 20 年４月１日処務規程の改正で、道路、河川、防空壕の事業を合併し、東京都第三土木出張所

と改め、終戦前後の混乱期を過ごした。 

 戦後、荒廃しつくした首都東京再建の一端を担って、昭和 21 年５月 14 日、第三建設事務所と改称するとと

もに、新宿区、渋谷区、中野区、杉並区の４区内の道路、橋梁、河川、広場等の整備を分掌し、土木事業の推

進に努力してきた。その後昭和 40 年４月１日、従来区に委任してきた都道の管理を都が直接管理することとな

り、建設事業と併せて上記区域内の道路の維持管理を行うこととなった。 

 平成元年４月１日に東京都第七建設事務所が発足したことにより、当所の管理区域は、新宿・中野・杉並区

の３区となった。 

なお、平成 17 年 4 月に区部の建設事務所は第一から第六建設事務所に再編され所管区域の変更があったが、

当所の管理区域は従来どおりの新宿・中野・杉並の３区である。 

 

 

 

 

第２ 所管区域の概要 
 

 区   分 単位 新宿区 中野区 杉並区 計 23 区計 比 率 

人     口 千人 350 344 588 1,282 9,709 13.2 

面     積 ㎢ 18.2 15.6 34.1 67.9 627.5 10.8 

人 口 密 度 千人/㎢ 19.2 22.0 17.3 18.9 15.5 － 

都 道 

延 長 ㎞ 50.8 26.4 56.7 133.8 895.9 14.9 

面 積 千㎡ 1,350.5 494.1 1,055.9 2,900.5 21,666.1 13.4 

 

注：１ 人口、面積は、令和４年６月１日現在（東京都の人口推計） 

  ２ 都道は、令和３年４月１日現在（令和３年度版東京都道路現況調書） 

  ３ 数値は四捨五入しているため、計が合わない場合がある。 
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第３ 組織と担当事務 
  

当所の組織は、所長、副所長（庶務課長兼務）、６課、１専門課長、49 課長代理、３管理工区、２事業セン

ターで職員総数は 181名である。職員数の内訳、事業所の所在地は別表１、２のとおりである。 

 

（庶 務 担 当） 人事、給与及び福利厚生、文書及び公印の管理、公有財産 （事業用地を除く)

及び自動車の管理、広報及び広聴の連絡調整、その他庶務全般 

（経 理 担 当） 会計事務、現金及び有価証券の出納保管、物品資材の調達、工事その他の契約、

物品の出納保管、不用品の処分、事業の進行管理及び連絡調整 

（検 査 担 当） 工事及び工事用材料等の検査 

 

（管 理 担 当） 道路区域の決定  （変更 ) 及び供用の開始（廃止）、しゅん功道路の                                      

引継ぎ、事業用地の管理、道路、河川及び急傾斜地崩壊危険区域の                                      

管理、先行取得用地の管理 

（管 理 調 整 担 当） 道路の財産適正化 

（道 路 台 帳 担 当） 道路台帳の整備及び利用、道路区域の調査測量、土地境界確認 

（占 用 担 当） 道路の占用許可、自費工事の承認、沿道区域内における掘削工事等の事前指導、

道路占用料及び負担金の徴収 

（監 察 担 当） 道路及び河川の監察全般、車両制限令に基づく取締まり、不法占用等の取締まり 

（工 事 調 整 担 当） 道路及び道路占用工事の調整 

 

（調 整 担 当） 事業用地の取得、物件の移転、損失補償についての連絡調整、移転資金貸付、

代替地及び公営住宅のあっせん 

（ 用 地 担 当 ）(12) 事業用地の取得、地上物件及び地下埋設物の移転その他の損失補償、土地、借地

権等の評価及び損失補償の額の算定、土地収用の手続き、事業用地の取得に係る

生活再建対策 

用地専門課長 用地取得事務に係る専門的事項の助言及び助力、特に所長の命を受けた事項 

 

（工 務 担 当） 道路、橋梁工事に伴う所内各課との連絡調整、都市計画法に基づく周知事務、新

設路線の調査 

（環 境 対 策 担 当） 環境対策等に係る関係機関との調整及び地元説明、調査委託 

（設 計 総 括 担 当） 道路、橋梁工事に係る調査、設計 

（設 計 担 当） 道路、橋梁工事に係る調査、設計 

（木 密 設 計 担 当） 木造住宅密集地域における道路、橋梁工事に係る調査、設計 

（工 事 総 括 担 当） 道路、橋梁工事の設計変更、清算の照査 

（ 工 事 担 当 ）(2) 道路、橋梁工事の施行、監督、設計変更、清算 

（渉 外 担 当） 道路の工事に伴う損害賠償、工事損害賠償物件関連の調査委託 

（測 量 担 当） 道路、橋梁工事に係る測量、建築に係る道路境界線の測量 

管理課 

庶務課 

用地課 

工事 

第一課 
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（工 務 担 当） 河川等の工事に伴う所内各課との連絡調整、水防関係、都市計画法に基づく周知

事務 

（設 計 総 括 担 当） 河川等の工事に係る調査、設計 

（設 計 担 当） 河川等の工事に係る調査、設計 

（広域調節池・善福寺川上流 広域調節池及び善福寺川上流調節池（仮称）の工事に係る調査、設計 

  調 節 池 整 備 担 当)(2) 

（広域調節池工事総括担当） 広域調節池の工事に係る設計変更、清算の照査 

（広 域 調 節 池 工 事 担 当） 広域調節池の工事の施行、監督、設計変更、清算 

（工 事 担 当） 河川等の工事の設計変更、清算の照査、河川等の工作物の維持修繕 

（渉 外 担 当） 河川の工事に伴う損害賠償 

（施 設 維 持 担 当） 特定河川管理施設 （地下調節池及び分水路) の維持管理、地下調節池の啓発、

急傾斜地及び千川上水善福寺川導水路の維持管理 

（測 量 担 当） 河川等に係る測量、建築に係る河川境界線の測量 

（妙正寺川事業センター） 妙正寺川の工事の施行、監督、設計変更、清算、妙正寺川調節池及び高田馬場分

水路等の維持管理、管内河川の啓発 

（善 福 寺 川 事 業 セ ン タ ー） 神田川、善福寺川の工事の施行、監督、設計変更、清算、環七地下調節池の維持

管理、管内河川の啓発 

 

（調 査 担 当） 道路、橋梁等の現況調査、自費工事の技術的調査及び指導、道路占用及び道路

掘削の技術的指導、掘削道路の復旧 

（電線共同溝整備担当） 電線共同溝整備工事の実施及び技術的指導等 

（維 持 担 当） 道路、橋梁並びにこれらの附属物の維持工事、道路、橋梁の応急復旧及び災害工

事、都道の清掃委託 

（施 設 維 持 担 当） 地下道の照明、警報装置、換気、排水設備及び共同溝の維持、新宿西口広場施設

及び歩行者デッキの保守等、井荻・練馬トンネル施設の保守等 

（補 修 担 当） 道路、橋梁並びにこれらの附属物の補修工事等 

（街 路 樹 担 当） 街路樹、緑地帯等の調査、設計及び補修工事等、道路占用（街路樹関連）の技術

指導 

 

（中野工区、新宿工区、杉並工区） 

  担当区域内の道路、橋梁、広場の測量、調査、工事の施行、監督、設計変更、清算及び工作物の維持

修繕並びに事業用地建物等の監視と区域内の道路占使用の技術的審査、監督 

工事 

第二課 

補修課 

工区 
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別表１．職 員 数 

令和４年７月１日現在 

 管 理 職 一 般 職 員 
計 

会計年度

任用職員 合 計 
事務 技術  事務 技術  技能 

庶    務    課   １ １ ９ １  １２ ２ １４ 

管    理    課   １  １３ ３  １７ １２ ２９ 

用    地    課 ２  ２４ ３  ２９   １ ３０ 

工 事 第 一 課  １  ２５  ２６ ２ ２８ 

工 事 第 二 課  １  ３０  ３１ ５ ３６ 

補    修    課  １  ２３  ２４ ２ ２６ 

中 野 工 区    ３  ３ １      ４ 

新 宿 工 区    ５ ２ ７ ２ ９ 

杉 並 工 区      ４  ４ １ ５ 

      計    ４   ４  ４６  ９７    ２ １５３  ２８  １８１ 

 

別表２．事 業 所 の 所 在 地 

名   称 所 在 地 及 び 交 通 電  話 

第 三 建 設 事 務 所 

〒164-0001 中野区中野４－８－１ 

 

（ＪＲ中央線 中野駅徒歩５分） 

3387－5132 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

Fax 3387－5140 

管 
 
 

理 
 

 

工 
 
 

区 

中 野 工 区 

〒165-0025 中野区沼袋３－２－14 

 

（西武新宿線 沼袋駅徒歩３分） 

3389－3449 

 

Fax 3389－4609 

※ 

新 宿 工 区 

〒160-0023 新宿区西新宿６－26－５ 

 ＪＲ 新宿駅徒歩 15 分 

 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅徒歩３分 

3343－7832 

 

Fax 3342－1873 

杉 並 工 区 

〒167-0043 杉並区上荻１－11－11 

 

（ＪＲ中央線 荻窪駅北口徒歩５分） 

3393－2391 

 

Fax 3393－2392 

事 

業 

セ 

ン 

タ 

ー 

妙 正 寺 川 

事 業 セ ン タ ー 

〒165-0024 中野区松が丘１－33－17 

 西武新宿線 新井薬師前駅徒歩 10 分 

 ＪＲ中央線 中野駅・関東バス中村橋行き 

 下田橋下車徒歩１分 

3228－1419 

 

 

Fax 3228－1491 

善 福 寺 川 

事 業 セ ン タ ー 

〒166-0013 杉並区堀ノ内２－１－１ 

 

（東京メトロ丸ノ内線 方南町駅徒歩５分） 

5305－3540 

 

Fax 3315－0602 

※ 新宿工区は、改修工事により仮庁舎（新宿区中井２－１－１）に移転。 

K

お

目 



令和４年度事業執行予定額 （単位：千円） 令和３年度事業執行実績額 （単位：千円）

款 項 目 工事 用地・補償 補償・賠償 その他 款 項 目 工事 用地・補償 補償・賠償 その他

39,589,698 23,972,543 5,588,000 2,602,300 7,426,855 46,768,295 25,632,806 17,496,409 3,276,350 1,539,315 3,320,732 21,615,530

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

代 替 地 購 入 費 0 0 代 替 地 購 入 費 0 0

21,841,062 7,380,943 5,574,000 2,214,000 6,672,119 22,748,408 14,021,388 6,586,223 3,238,879 1,335,699 2,860,587 12,786,523

道 路 管 理 費 36,000 36,000 27,000 道 路 管 理 費 35,494 35,494 41,813

道 路 維 持 費 2,962,802 430,954 2,531,848 3,139,268 道 路 維 持 費 2,019,769 588,160 1,431,609 2,268,644

橋 梁 維 持 費 258,890 233,890 25,000 236,160 橋 梁 維 持 費 115,567 105,038 10,529 109,648

道 路 補 修 費 3,087,009 2,881,579 205,430 3,214,098 道 路 補 修 費 1,787,410 1,716,121 71,289 1,755,889

交 通 安 全 施 設 費 3,958,637 1,527,520 2,431,117 4,089,262 交 通 安 全 施 設 費 2,944,775 2,097,307 18,656 828,812 2,972,138

道 路 整 備 費 0 0 道 路 整 備 費 0 0

街 路 整 備 費 10,633,500 1,793,000 5,574,000 2,214,000 1,052,500 11,027,320 街 路 整 備 費 6,608,207 1,638,236 3,238,879 1,317,043 414,049 5,392,082

橋 梁 整 備 費 904,224 514,000 390,224 1,015,300 橋 梁 整 備 費 510,166 441,361 68,805 246,309

17,748,636 16,591,600 14,000 388,300 754,736 24,019,887 11,611,418 10,910,186 37,471 203,616 460,145 8,829,007

河 川 維 持 費 133,540 38,000 95,540 150,740 河 川 維 持 費 79,515 25,344 54,171 57,177

水 防 費 8,396 8,396 8,894 水 防 費 7,939 7,939 8,750

河 川 防 災 費 935,600 845,600 90,000 353,410 河 川 防 災 費 215,461 191,371 24,090 451,467

中 小 河 川 整 備 費 16,661,100 15,708,000 14,000 388,300 550,800 23,496,843 中 小 河 川 整 備 費 11,305,874 10,693,471 37,471 203,616 371,316 8,311,613

河 川 環 境 整 備 費 10,000 10,000 10,000 河 川 環 境 整 備 費 2,629 2,629 0

砂 防 海 岸 整 備 費 0 0 砂 防 海 岸 整 備 費 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

諸用地先行取得費 0 0 諸用地先行取得費 0 0

62,591 62,591 58,310 54,429 54,429 69,808

39,652,289 23,972,543 5,588,000 2,602,300 7,489,446 46,826,605 25,687,235 17,496,409 3,276,350 1,539,315 3,375,161 21,685,338

第 ４ 予 算 額 及 び 決 算 額

用 地 費

用 地 買 収 費

（産業労働費）就業促進費

土 木 費

土 木 管 理 費

道 路 橋 梁 費

予 算

科目

（産業労働費）就業促進費

河 川 海 岸 費

令和４年度
執行予定額

内訳

用 地 買 収 費

用 地 費

河 川 海 岸 費

道 路 橋 梁 費

合 計

決 算

科目
令和３年度
執行実績額

内訳
令和２年度
執行実績額

令和３年度
執行予定額

土 木 管 理 費

土 木 費

合 計
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 第５ 道路・河川の管理 
 

１．法的管理 

 道路は、一般の交通の用に供するという本来的機能のほか、都市のインフラを設置する公共空間としての

副次的機能があり、上下水道、通信、電気、ガス等の公益施設、地下鉄などの公共交通機関を収容するとと

もに、緊急災害時の避難路、火災遮断空間など多面的な役割を果たす都市の基幹的施設である。 

 道路の管理は、このような道路が持つ多様な役割を十分に発揮できるよう、常に良好な状態に保ち、安全

で快適な交通を確保することにある。 

 道路管理業務は、法的管理業務と維持補修業務に大別されるが、法的管理業務は、道路法等関係法令に基

づく道路認定、区域決定及び供用開始という根源的な事務手続きをはじめ、道路台帳・地下埋設物台帳の整

備や道路の利用に係る道路占用、不法行為の取締りなどの道路に関するソフト面の事務である。 

 また、河川管理業務は、主として地下調節池等の施設区域の河川占用に関する事務である。なお、それ以

外の河川区域の日常管理・河川占用等の事務は｢特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例｣ (平

成 11 年 12 月 24 日条例第 106 号) により、特別区が分担して処理している。 

 

⑴ 管理対象道路及び河川 

 管理道路は、一般都道７路線 (道路法第７条認定路線) 及び特例都道 31 路線 (同法第 89 条認定路線) 

の合計 38 路線、延長約 134 ㎞であり、新宿副都心地区の道路をはじめ、東西道路としての東京所沢線 (青

梅街道)、南北道路としての環状七号線、環状八号線など城西地区の主要な幹線道路網を受け持っている。

管理道路一覧については、別表 13 (P22～P24) のとおりである。 

 管理河川は、荒川水系の一級河川である神田川(～駒塚橋上流)、善福寺川、妙正寺川及び江古田川の

４河川、延長約 37.9 ㎞である。  

 

⑵ 道路区域決定及び施設管理関係事務 

ア．道路の区域決定 (変更) 及び供用開始 

 道路の区域決定は、道路法の適用範囲を特定するものであり、道路の供用開始は、土地に関する権原

が取得され、工事によって道路の実態を備えたものについて公示を行う。そのため、都道の拡幅等によ

り公示を行うために必要な図書の調整等を行っている。 

イ．都道の特別区への移管 

 都道の整備等により地域的な利用となった区間について特別区へ移管を進めてきた。これまでに、JR

阿佐ヶ谷駅北口・南口広場（都道瀬田貫井線・杉並区）、JR 新宿駅東口周辺を除く都道新宿停車場前線

（新宿区）、JR 中野駅北口・南口広場（都道鮫洲大山線・中野区）などの箇所について、移管を完了して

いる。 

ウ．東京ふれあいロード・プログラム 

東京ふれあいロード・プログラムは、道路の清掃等を行う地域の住民団体や企業等と東京都が協定を
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結び、協働して道路の清掃や植栽の手入れなどの美化活動を推進することを目的とした制度である。 

 平成 15 年度から本格実施されており、令和４年４月１日現在、20 団体と協定を結んでいる。 

 団 体 名 活動区間 活動内容 

1 
Mahalo `a`ole paka 

(マハロ･ア･オレ･パカ) 

都庁付近～新宿区役所付近 

（青梅街道・都庁周辺副都心街路） 
歩道清掃 

2 
中野の桃園に桃の花を 

いっぱい咲かせる会 

ＪＲ中野駅南口～中野五差路 

（中野通り） 
歩道清掃、緑化活動 

3 新大久保商店街振興組合 
新大久保駅前～明治通り 

（大久保通り） 
歩道清掃 

4 新宿大通商店街振興組合 
新宿駅東口周辺 

（新宿通り、明治通り） 
歩道清掃、緑化活動 

5 
早稲田通りをよくする 

親栄会と周辺住民の会 

新宿区高田馬場三丁目、四丁目 

（早稲田通り） 
歩道清掃、緑化活動 

6 新宿区立市谷小学校 
新宿区市谷山伏町１番付近 

（大久保通り） 
歩道清掃、緑化活動 

7 
フラワー・フレンドリー 

グループ 

都電早稲田駅付近 

（新目白通り） 
緑化活動 

8 株式会社 伊藤園 
新宿区西新宿二丁目、四丁目 

（十二社通り） 
歩道清掃、緑化活動 

9 
タリーズコーヒー 

ジャパン株式会社 

新宿区箪笥町 

（大久保通り） 
歩道清掃 

10 
荻窪北口大通り商店街 

振興組合 

ＪＲ荻窪駅北口～四面道交差点 

（青梅街道） 
歩道清掃、緑化活動 

11 花の会 
中野区中野六丁目～上高田一丁目 

（早稲田通り） 
歩道清掃、緑化活動 

12 株式会社フジタ東京支店 
新宿区西新宿二丁目、四丁目 

（十二社通り） 
歩道清掃 

13 
新宿区戸塚地区協議会 

戸塚・花と緑のまちづくりの会 

新宿区高田馬場一丁目地内 

（早稲田通り） 
歩道清掃、緑化活動 

14 永福町商店街振興組合 
杉並区永福二丁目、四丁目地内 

（井ノ頭通り） 
歩道清掃、緑化活動 

15 
公益社団法人 

新宿区シルバー人材センター 

新宿区新宿七丁目３番 

（大久保通り） 
歩道清掃 

16 方南西町会 
杉並区方南一丁目 

（環状七号線） 
歩道清掃、緑化活動 

17 友光グループ 
杉並区阿佐谷南三丁目 

（青梅街道） 
歩道清掃、緑化活動 

18 学校法人 成城学校 
新宿区原町一丁目、三丁目 

（大久保通り） 
歩道清掃 

19 
東京廃棄物事業協同組合 青年

部 

新宿区高田馬場一丁目 

（早稲田通り） 
歩道清掃 
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 団 体 名 活動区間 活動内容 

20 劇団おひさま冒険団 

中野区中野四丁目～松が丘二丁目地内

(中野通り) 

中野区江古田一丁目～二丁目 

（新青梅街道） 

歩道清掃、緑化活動 

エ．地下埋設物の共同収容施設 

 道路下には水道管、ガス管等の地下埋設物が設置されているが、その共同収容施設として、一部道路

区間に共同溝が、また収容物件を電線類に限定した施設としてキャブ、自治体管路、電線共同溝が設け

られている。 

(ア) 共同溝 (共同管路)  

 路面の掘り返し防止による道路構造の保全等を目的とする ｢共同溝の整備等に関する特別措置法｣ 

(昭和 38 年法律第 81 号) の施行前に、上下水道、通信、電気、ガスを収容する兼用工作物として設置

されたものが共同管路である。設置箇所は別表１ (P16) のとおりである。 

(イ) 電線類の共同収容施設 

 電線類の共同収容施設は、交通の安全と都市の景観整備を図るため、路上の電柱を除去し電線類を

地中化するためのものである。 

 当初、キャブが設けられたが、その後地中化の一層の促進を図るため自治体管路方式により整備さ

れた。平成７年に ｢電線共同溝の整備等に関する特別措置法｣ が制定され、現在はこの法律に基づく

電線共同溝（ＣＣＢＯＸ）の設置事業が進められている。 

◎キャブ 

 キャブは、道路管理者が道路 (歩道) の下に蓋掛け式のコンクリート製Ｕ字構造物を設置し、その

中に電線類を共同で収容する方式であり、道路法における道路本体としての施設である。設置箇所は、

別表２ (P16) のとおりである。 

◎自治体管路 

 自治体管路は、道路管理者でない東京都が、都の管理する道路 (歩道) の下に、行政財産として管

路設備を敷設し、その管路設備を電線管理者に使用させる方式である。設置箇所は別表３ (P16～P18) 

のとおりである。 

◎電線共同溝 (ＣＣＢＯＸ)  

 電線共同溝は、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため、道路管理者が道路 (歩

道) の下に設ける施設であり、基本的には管路部と特殊部 (分岐・接続用の施設) とで構成されてい

る。またその位置づけは ｢電線共同溝の整備等に関する特別措置法｣ (平成７年６月 22 日施行) によ

り道路付属物とされており、その建設費用はキャブに比べ大幅に軽減されるという特徴がある。設置

箇所は、別表４ (P18) のとおりである。 

オ．車両制限令にもとづく管理 

 車両制限令は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路との関係において車両の制限
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を定めているが、車両幅制限箇所は次表のとおり３路線の８箇所である。なお、そのうち高円寺砧浄水

場線については、土地所有者である水道局の意見を踏まえて、通行認定している。 

車両制限令に基づく車両幅制限箇所 

路  線  名 
規  制  箇  所 規制区 

間延長 
ｍ 

制限幅 
 

ｍ 

道  路 
幅  員 

ｍ 起  点 終  点 

瀬田貫井線 

（松ノ木通り） 
杉並区成田東四丁目 27 杉並区成田東四丁目 33 200 2.00 5.50 

〃 杉並区松ノ木一丁目 12 杉並区松ノ木二丁目 41 300 2.00 5.35 

高円寺砧浄水場線

（荒玉水道） 
杉並区梅里一丁目 17 杉並区梅里一丁目 22 250 2.20 3.60 

〃 杉並区堀ノ内三丁目 14 杉並区堀ノ内三丁目 44 450 2.20 5.60 

〃 杉並区大宮一丁目 8 杉並区大宮一丁目 16 150 2.20 5.60 

〃 杉並区永福二丁目 60 杉並区永福三丁目 2 620 2.00 6.20 

角筈和泉町線 

（旧玉川水道） 
杉並区和泉一丁目 8 杉並区和泉一丁目 12 350 1.70 3.05 

〃 杉並区和泉二丁目 2 杉並区和泉二丁目 22 450 2.00 5.50 

 

⑶ 道路台帳関係事務 

ア．道路台帳の整備及び利用 

 道路台帳は、道路台帳平面図、地下埋設物台帳平面図及び道路敷地構成図で構成している。 

 道路管理者は、道路の管理を円滑に遂行するための道路の現況を常に的確に把握するとともに、道路

法による規制が及ぶ範囲（道路区域）を常に明確にしておく必要があるため、道路台帳を整備、保管し

ている。 

また、住民・関係者からの利用に応じられるよう閲覧に供するとともに、平成９年 10 月より複写サー

ビスも開始している。 

 今後も、道路整備事業等に伴い道路の延長、区域等に変更が生じた場合は、その都度、出来る限り、

道路台帳の補正整備を進めていく。 

令和３年度 道路台帳利用状況 

道路台帳平面図等の閲覧 3,518 件 

道路台帳平面図等の複写 2,862 件 

イ．道路敷地の調査並びに区域の標示 

(ア) 道路敷地の調査 

 この調査は、道路管理の適正化と土地の権利関係者等の利便を図るため、昭和 49 年度より計画的に

道路敷地調査図・道路区域調査図の整備を進めている。 

 令和３年度までに環状八号線ほか 19 路線が完了し、杉並あきる野線ほか 19 路線が一部整備済又は
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調査中で、整備率 77.4％である。 

 なお、「道路区域調査（主張線方式）」は、道路区域線を計算点(現地未標示)とし、隣接土地所有者

との立会を求めず処理していた。今後は財産を明示する境界線ではなく、あくまでも道路管理者が道

路の管理事務を円滑にするために必要な「道路の区域を把握、復元可能とするため」の測量を実施し、

原則、隣接関係者の立会いを求めていく「道路敷地調査」を実施していく。併せて調書等も整備して

道路管理の万全を期すため整備を進めていく。 

 令和３年度道路敷地調査実施済箇所は別表５ (P18) のとおりである。 

(イ) 道路区域標示 

  令和３年度  道路区域標示・道路区域証明     11 件 

ウ．道路幅員証明 

 道路幅員証明事務については、令和２年 12 月１日付けで廃止し、道路台帳複写図の交付とした。 

エ．東京都公共基準点 (３級) の管理 

 東京都公共基準点管理保全要綱の制定 (平成６年４月) にあわせて、東京都公共基準点 (３級) の成

果品が道路管理部から各事務所に引き継がれたため、公共基準点の使用承認等の事務処理及び維持管理

を行っている。 

 なお、平成 14 年４月１日施行の測量法改正により、公共測量はそれまでの日本測地系から世界測地系

に基づき行うことになり、東京都道公共基準点 (２～３級) も座標変換を行い、平成 16 年度から世界

測地系の測量成果により実施することになった。 

    また、平成 25，26 年度において、東北地方太平洋沖地震に伴う成果改定（世界測地系 2011）を完了

したことから、平成 27 年度から、この新成果により、測量委託等を実施している。 

 

⑷ 境界確認事務関係 

組織改正に伴い平成 20 年４月１日より、従来総務部用度課が行っていた局事務事業に係る公有財産及

び国有財産(国土交通省所管のものに限る)の土地境界確認・確定事務は各事務所管理課で行うことになっ

た。 

ア．都有地及び国有地境界確認・確定 

 申出書を受理した案件について資料収集後仮線を設定し、現地立会いを行い協議が成立した場合は協

定書の取交わしを行っている。不調の場合は取り下げ処理後、申出書等を返戻している。 

イ．土地境界図等の交付 

 土地境界図及び区画整理（震災復興、戦災復興）換地処分図の閲覧（謄写）、謄本・抄本（証明）の申

請に対し有償で交付している。 

ウ．筆界特定制度対応 

 法務局からの要請により土地境界図並びに区画整理図等の資料を提供し、現場立会いを行っている。

また、意見聴取の場で主張根拠等についての意見を述べている。 
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令和３年度 境界確認事務件数 

土地境界図等交付 境界確認・確定 
計 

閲覧 証明 申出受理 処理 

1,476 171 187 133 1,967 

※ 申出受理件数には、繰越件数 54 件を含む 

 

⑸ 道路占用等許認可関係事務 

ア．道路の占用 

 道路は、一般交通の用に供するという本来の目的を阻害しない範囲で、上下水道、通信、電気、ガス

などの都民生活に欠くことの出来ない公益施設や地下鉄等の公共交通機関の収容空間としての役割も果

たしている。この二次的な使用を ｢道路占用｣ と呼んでいる。 

 なお、東京電力㈱など６企業の占用申請については、道路管理システムを利用した電子申請で処理し

ている。 

 道路占用の令和３年度の実績は、別表６ (P19) のとおりである。 

イ．監督事務費 

 道路の占用に伴い道路掘削復旧工事を電気・ガス・通信・上下水道等の公益事業者が自ら施行する場

合は、都が復旧工事を監督するため、｢道路掘削復旧工事監督事務費｣ を徴収している。 

 令和３年度の実績は、別表７ (P19) のとおりである。 

ウ．承認工事 

 車両出入用の歩道切下げ、沿道の土地利用のためのよう壁撤去等、土地所有者等が行う工事を承認し

ている。これを承認工事と呼ぶが、申請者の負担で工事を行うため、一般的には ｢自費工事｣ と呼んで

いる。 

 令和３年度の実績は、別表８ (P19) のとおりである。 

エ．沿道掘削 

 ビル建築工事等のために沿道の土地を掘削する場合、その掘削により道路構造等が影響を受ける恐れ

があるため、事前に道路管理者と協議が必要である。 

 令和３年度の実績は、別表８ (P19) のとおりである。 

 

⑹ 道路監察関係事務 

ア．道路の監察 

 道路の監察業務は、日常のパトロール、苦情等への随時の対応により、禁止行為の取締り等を行い、

適正な道路機能の確保に努めることにある。 

 業務内容は、道路構造の保全としての道路の損傷及びその誘因となる事象の発見及び応急措置に関す

る業務と、禁止行為等の取締りとしての道路の使用・占用及び通行に係る禁止・違反行為の是正指導等

に関する業務とである。また、道路及び沿道区域で行われる各種工事についても、事故防止等の観点か
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ら工事の適正な施行を確保し、道路機能が損なわれないよう監察している。 

イ．令和３年度の監察結果 

 道路の利用に関する環境は、路上生活者問題や道路への置き看板など長年の継続課題に加え、歩道上

への粗大ごみの不法投棄、旅行者の増加に伴うごみのポイ捨てなど、単に道路管理者の努力のみでは解

決できない問題が山積している。 

 こうした状況の中にあって、不法占用及び道路上工事の監察を基本とした是正指導に粘り強く取り組

んでいる。令和３年度における監察結果 (監察年報) は、別表９ (P20) のとおりであり、主な監察業

務の状況は次のとおりである。 

 (ア) 道路工事施行の適正指導 

 占用工事、自費工事等の道路上工事 (管理者工事を含む｡) および沿道掘削工事等の監察は、事故

の未然防止を図るため、平常パトロールにより適正指導を行うほか、夜間パトロールを実施し、適正

な工事施工、歩行者等の安全確保に努めた。 

また、大規模で長期にわたる占用工事について、工事施行に伴う事故防止対策を検討し、適正な工

事の実施となるよう調整した。 

(イ) 禁止行為および不法占用に対する適正指導 

① 新宿副都心４号線、同 12 号線及び目白通りにおいて、多数の路上生活者が見受けられ、平成 16

年度一年間かけて退去の要請及び廃材処理、ブルーテントなどの撤去を行った。以後、新宿警察署

及び牛込警察署と合同で適宜パトロールを実施することにより、良好な道路環境の維持に努めてい

る。 

この他、新宿駅周辺地域における道路環境を良好に維持するため、新宿警察署・新宿区・地元商

店会等との連携のもとに、新宿駅東口、西口とも月２回の割合で清掃活動等を兼ねた廃材処理を実

施した。 

② 道路上の置き看板やのぼり旗、商品置き場、雑誌売り、屋台等は、交通の障害になるばかりでな

く、災害時の避難の障害になるため、日常のパトロールに加え、所轄警察署・区道管理者・地元商 

店会と合同パトロールを実施し、是正指導を行った。合同パトロールは、主に新宿駅東口、西口の

ほか、新大久保駅（大久保通り）、高田馬場駅（早稲田通り）、歌舞伎町などの周辺で活動を行った。 

③ 放置または不法投棄された道路上の障害物 (ゴミ状の自転車・バイク、ダンボール、生活用品、

タイヤ・建築廃材等) については、日常パトロールにおいて発見・警告等を行うほか、苦情等に対

しても適宜対応した。 

 令和３年度は、自転車 176 台、バイク３台などトラック延べ 132 台分の不法投棄物を撤去の上処

分した。 

 (ウ) 東京マラソン開催対策 

 東京マラソン 2021（令和４年３月６日）の開催にあたり、良好な状態で実施できるよう路上生活者

対策、路上障害物処理、看板等の不法使用の是正、放置自転車・バイクの除去指導等をコースとなる

都道を中心に特別に強化し行った。 
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ウ．袖看板等の適正化 

 未許可の袖看板や日除け等が多数設置されていたため、申請指導を強化してきた。令和３年度末にお

ける看板の許可率は、82.9％である。 

 

⑺ 道路上工事調整関係事務 

 道路管理者、交通管理者、占用企業者の三者で構成する ｢東京都道路工事調整協議会｣ を設置し、道路

の掘り返しを伴う占用工事の計画的かつ合理的な施行を図っている。 

 同協議会の調整部会は、年間６回 (年間、下半期各１回、隔月４回) 道路工事調整会議を開催している。 

ア. 道路工事調整会議においては、道路工事調整調書を作成し、占用企業者から施行計画、意見等を徴し

て、路線ごとに工事相互間の調整を行い、シールド工事等の非開削工法や共同施工を採用するよう助言

するとともに、工事の平準化、縮減化を図っている。 

イ. 道路工事調整会議での調整から除外しているビルや家庭への供給管工事など小規模占用工事につい

ては、道路工事調整会議提案除外工事調書を作成・提出させて工事の調整を図るとともに、全体工期を

短縮するため各占用企業者の施工時期を集中させるようにビル等の建築業者に対して協力を依頼してい

る。 

ウ. 道路の舗装工事が完了すると新たに掘削工事を行うことを一定期間禁止している。（道路舗装の種別

に応じ、１～５年間の掘削禁止の措置を講じている。）これにより、道路を良好な状態に保つよう努めて

いる。 

エ. 令和３年度道路上工事施行者別調整実績は、別表 10-1、10-2 (P21) のとおりである。 

 

⑻ 河川等の管理関係事務 

ア．河川の管理 

 河川管理事務のうち日常の管理業務及び河川占用許可は、｢特別区における東京都の事務処理の特例

に関する条例｣ に基づき区長が処理しているが、調節池等の河川管理施設に係る占用許可については当

所が処理している。令和３年度河川占用許可件数は、別表 11 (P21) のとおりである。 

イ．急傾斜地の管理 

  ｢急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律｣ (昭和 44 年法律第 57 号) に基づく急傾斜地崩壊

危険区域として、新宿区赤城元町と杉並区堀ノ内一丁目の２ヶ所の崖地が指定されている。 

 その管理については、指定区域内の行為規制に係る事務などを処理している。 

ウ．事業用地の管理 

 事業用財産には、都市計画事業に基づき取得した道路・河川の事業用地、｢公有地の拡大の推進に関す

る法律｣ 等に基づく先行取得用地などがある。その管理は、｢東京都公有財産規則｣等に基づいて適正な

管理に努めているが、このうち工事着手までに長期間を要する土地は、遊び場として開放する等有効活

用にも努めている。令和３年度の行政財産の使用許可状況は、別表 12 (P21) のとおりである。 
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別表１ 

共同溝設置箇所 

路線名 共同溝名 
設置場所 

（延長） 
入溝者（占用者） 

四谷角筈線 

(414) 
新宿西口共同溝 

西新宿一丁目 

（548.0ｍ） 

東日本電信電話㈱、東京電力㈱、 

東京ガス㈱、水道局、下水道局 

東京所沢線 

(４) 
淀橋共同溝 

西新宿一丁目 

（65.5ｍ） 

東日本電信電話㈱、東京電力㈱、 

東京ガス㈱、水道局 

 

別表２ 

キャブ設置箇所 

番号 路  線  名 設 置 場 所 延長 (m) 入溝者（占用者） 

１ 
東京所沢線（４） 

(青梅街道) 
中野区中央五丁目地内 450 

東京電力㈱ 

東日本電信電話㈱ 

２ 
外濠環状線（405） 

(外堀通り) 

新宿区市谷田町三丁目 

～市谷船河原町地内 
314 

東京電力㈱ 

東日本電信電話㈱ 

 

別表３ 

自治体管路設置箇所 

整理 

番号 
路  線  名 件名及び設置箇所（管理番号） 延長 (m) 占 用 者 

1 
杉並あきる野線(７) 

（五日市街道） 

自治体管路（3-9T-1･3-9E-1） 

杉並区成田西二丁目地内 
260  

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

2 〃 
自治体管路（3-10T-1･3-10E-1） 

杉並区成田西一、二丁目地内 
350 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

3 〃 
自治体管路（3-10T-1･3-10E-1） 

杉並区成田西二、三丁目地内 
175 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

4 〃 
自治体管路（3-10Ｅ-2･3-11E-1） 

杉並区梅里一丁目地内 

上り 174 

下り 197 
東京電力㈱ 

5 〃 
自治体管路（3-11T-1） 

杉並区梅里一丁目地内 
255 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN 

6 〃 
自治体管路（3-11Ｅ-3･3-11T-2） 

杉並区成田西三丁目地内 
350 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

7 〃 
自治体管路（3-12T-1･3-12E-1） 

杉並区成田西一丁目地内 
70 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

8 〃 
自治体管路（3-12T-2･3-12E-2） 

杉並区成田西三丁目地内 
140 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 
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整理 

番号 
路  線  名 件名及び設置箇所（管理番号） 延長 (m) 占 用 者 

9 
杉並あきる野線(７) 

（五日市街道） 

自治体管路（3-12T-3･3-12E-3） 

杉並区高井戸東四丁目地内 
210 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

10 〃 
自治体管路（3-12T-5･3-12E-5） 

杉並区成田西二丁目地内 
210 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

11 〃 
自治体管路（3-12T-6･3-12E-6･3-13E-1G） 

杉並区成田西三丁目地内 
370 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

12 〃 
自治体管路(3-13T-1G･3-13E-2G･3-14E-1G) 

杉並区高井戸東四丁目地内 
165 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

13 〃 
自治体管路（3-14E-3G） 

杉並区成田東三丁目地内 
60 東京電力㈱ 

14 〃 
自治体管路（3-14T-1G･3-15E-1G） 

杉並区成田西三丁目、高井戸東四丁目地内 

東側 80 

西側 100 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

㈱ｼﾞｪｲｺﾑ 

15 〃 
自治体管路（3-15T-1G） 

杉並区成田東三丁目、成田西一丁目地内 

上り 149 

下り 33 
東日本電信電話㈱ 

16 〃 
自治体管路（3-15E-2G） 

杉並区成田西一丁目地内 
33 東京電力㈱ 

17 〃 
自治体管路（3-16E-1G） 

杉並区成田東三丁目地内 
100 東京電力㈱ 

18 〃 
自治体管路（3-17T-1G･3-17E-1G） 

杉並区成田東二丁目、成田西三丁目地内 

上り 95 

下り 170 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

19 〃 
自治体管路（3-18T-1G） 

杉並区高井戸東四丁目地内 
20 

東日本電信電話㈱ 

㈱ｼﾞｪｲｺﾑ 

20 
飯田橋石神井新座線(25) 

（早稲田通り） 

自治体管路（3-10E-3･3-11E-1） 

新宿区高田馬場四丁目地内 
216 東京電力㈱ 

21 〃 
自治体管路（3-11T-3･3-10T-2） 

新宿区高田馬場四丁目地内 
196 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN、㈱ｼﾞｪｲｺﾑ 

ｱﾙﾃﾘｱ㈱ 

22 〃 
自治体管路（3-12E-4） 

新宿区高田馬場四丁目地内 
115 東京電力㈱ 

23 〃 
自治体管路（3-13T-1） 

新宿区高田馬場四丁目地内 
191 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN、ｱﾙﾃﾘｱ㈱ 

24 〃 
自治体管路（3-14E-1･3-14T-1） 

新宿区高田馬場四丁目地内 
310 

東京電力㈱ 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN、ｱﾙﾃﾘｱ㈱ 
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整理 

番号 
路  線  名 件名及び設置箇所（管理番号） 延長 (m) 占 用 者 

25 
東京所沢線(４) 

（青梅街道） 

自治体管路（3-11E-2） 

杉並区清水一丁目、天沼三丁目地内 
上り 91 東京電力㈱ 

26 〃 
自治体管路（3-11T-4） 

杉並区清水一丁目、天沼三丁目地内 
45 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN 

27 〃 
自治体管路（3-12T-4） 

杉並区清水一丁目地内 
171 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN 

28 〃 
自治体管路（3-13E-1） 

杉並区天沼三丁目地内 
239 東京電力㈱ 

29 
千代田練馬田無線(８) 

（環状第４号線） 

自治体管路（3-13T-2G･3-14E-2G） 

新宿区西早稲田一、三丁目地内 

上り 93 

下り 90 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

㈱ｼﾞｪｲｺﾑ 

 

別表４ 

電線共同溝整備済箇所 

路  線  名 整  備  済  箇  所 竣 工 年 度 施工延長 (m) 

外濠環状線（405） 新宿区四谷一丁目～本塩町 平成 10 年度 264.88  

   環状八号線（311） 杉並区上井草一丁目～井草三丁目 平成 10 年度 1,108.80  

   環状八号線（311） 杉並区今川一丁目～下井草五丁目 平成 12 年度 453.34  

   新宿両国線（302） 新宿区余丁町 平成 12 年度 295.2  

東京所沢線（４） 杉並区上荻一丁目 平成 19 年度 85.0  

環状六号線（317） 新宿区西新宿三丁目、西新宿四丁目 平成 23 年度 1,174.25  

環状六号線（317） 中野区弥生町一丁目～豊島区目白五丁目 平成 24 年度 6,844.46  

 

別表５ 

令和３年度 道路敷地調査実施箇所 

路   線   名 調  査  実  施  箇  所 延 長 (m) 

神楽坂高円寺線(433) 新宿区大久保一丁目地内～中野区東中野一丁目地内 2,130  

新宿副都心十二号線 新宿区西新宿三丁目地内～同区西新宿六丁目地内 1,095  

1,42088ｍ 計  3,225  

 

 

 

 

 



 

- 19 - 

 

別表６ 

令和３年度 道路占用許可件数及び占用料徴収額 

種 別 

区 分 
許可件数（件) 占用料徴収額（円） 

企 
 

業 
 

占 
 

用 

東 京 電 力 ㈱ 302 

 

 

1 

 

 

476,312,357 

 東 京 ガ ス ㈱ 296 218,986,509 

 東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 198 506,310,158 

東 京 都 水 道 局 225        

東 京 都 下 水 道 局 184        

そ の 他 400 28,672,709 

小    計 ⑴ 1,605 1,230,281,733 

一 

般 

占 

用 

看 板 等 3,695 654,425,921 

官 公 署 等       

現 年 度 分 小 計 3,695 

 

654,425,921 

過 年 度 分 収 入         

小    計 ⑵ 3,695 

 

654,425,921 

計   （小計⑴+小計⑵） 5,300 1,884,707,654 

※ その他は認定電気通信事業者である。 

 

別表７ 

令和３年度 監督事務費徴収額 

 

 

別表８ 

令和３年度 承認工事承認件数及び沿道掘削協議件数 

承 認 工 事(件)            198 

沿 道 掘 削(件)             70 

種   別 金 額（円） 

東 京 電 力 ㈱ 6,138,671 

東 京 ガ ス ㈱ 38,234,063 

東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 2,620,239 

東 京 都 水 道 局 12,357,158 

東 京 都 下 水 道 局 3,403,003 

そ の 他 0 

計 62,753,134 
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別表 10-1 

令和３年度 道路上工事施行者別調整実績（道路工事調整会議 提案分） 

施 行 者 

主 要 路 線 主要外路線 計 

件 数 延長(ｍ) 件 数 延長(ｍ) 件 数 延長(ｍ) 

道 路 管 理 者 Ｒ 60 15,341 21 7,935 81 23,276 

東 京 都 水 道 局 Ｗ 59 10,329 38 7,129 97 17,458 

東 京 都 下 水 道 局 Ｄ 56 15,981 56 8,231 112 24,212 

東日本電信電話㈱Ｔ 41 6,519 13 891 54 7,410 

東 京 電 力 ㈱ Ｅ 26 3,425 19 3,864 45 7,289 

東 京 ガ ス ㈱ Ｇ 111 18,993 46 5,422 157 24,415 

そ の 他 29 2,008 30 29,130 59 31,138 

合 計 382 72,596 223 62,602 605 135,198 

 

別表 10-2 

令和３年度 道路上工事施行者別調整実績（道路工事調整会議 除外分） 

施 行 者 
東京都 
水道局 
Ｗ 

東京都 
下水道局 

Ｄ 

東 日 本 
電信電話 
(株) Ｔ 

東京電力 
(株) Ｅ 

東京ガス 
(株) Ｇ 

そ の 他 計 

調整件数     202 153  124  306  207  122  1,114  

             

別表 11 

令和３年度 河川占用許可件数 

河 川 名 新  規 更新・継続 計 

神 田 川 0  30  30   

妙 正 寺 川 0 9 9 

善 福 寺 川 0   12   12   

江 古 田 川 0 0 0 

計  0   51  51   

 

別表 12 

 行政財産使用許可調査（遊び場） 

路 線 名 所   在   地 面積（㎡） 使用開始年月日 相 手 方 

神 田 川 新宿区高田馬場３－897－１ 272.64 昭和51年12月17日 新 宿 区 
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２．維 持 補 修 

⑴ 道路橋梁の現状 

 当所で維持補修する路線は、主要地方道 11 路線、一般都道２路線、特例都道が新宿副都心の 10 路線を

含めて 25 路線で合計 38 路線、延長にして約 134 ㎞である。 

 この路線上には一般橋 60 橋、横断歩道橋 78 橋（人道橋９橋を含む）が架けられている。また、道路附

属物として管理するものは、街灯及び橋梁灯 (約 18,000 灯)、街路樹 (約 14,800本)、交通安全施設の防

護柵や標識等がある。その他、維持・保守する道路施設として、新宿副都心地区の歩行者専用地下道や環

状八号線の井荻トンネル等がある。 

 道路橋梁等の維持補修は、施設の老朽化とともに増大する自動車交通量とその大型化等により道路構造

に与える影響が大きい今日において、その重要性が益々高まっている。このことから当所では、道路の構

造や機能を常時良好な状態に保ち安全な通行空間確保のため、計画的に維持補修を行い、一般交通に支障

を及ぼさないように日々努めている。 

 

ア．管内管理道路区別一覧表 

令和３年４月１日現在  

区 別 
道                   路 

延 長(ｍ) 面 積(㎡) 舗  装  種  別 

新 宿 区   50,793 1,350,539 

 
アスファルトコンクリート舗装、その他 

中 野 区 26,350 494,140 

 
〃 

杉 並 区 56,678 1,055,851 

 
〃 

計 133,821 

 

2,900,530 

 
 

 

イ．管内管理橋梁数 

令和４年４月１日現在  

区 別 道路側 河川架橋 立体交差橋 跨線橋 歩道橋 計 

新 宿 区 

主要地方道 5 2 2  12 21 

特 例 都 道 3 3 0 (4) 10 16 

一 般 都 道 0 0 0  0 0 

計 8 5 2 (4) 22 37 

中 野 区 

主要地方道 3 4 1 (2) 11 19 

特 例 都 道 6 0 0  8 14 

一 般 都 道 0 0 0  0 0 

計 9 4 1 (2) 19 33 

杉 並 区 

主要地方道 8 11 2 (1) 31 52 

 特 例 都 道 8 1 0 (2) 6 15 

一 般 都 道 1 0 0  0 1 

計 17 12 2 (3) 37 68 

計 34 21 5 (9) 78 

 
138 

 (  ) は内書き、人道橋
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ウ．管内管理街路灯本数 

令和４年４月１日現在  

種類 

区 
蛍 光 灯 

セ ラ ミ ッ ク メ タ ル 

ハ ラ イ ド 灯 
ﾅ ﾄ ﾘ ｳ ﾑ 灯 ＬＥＤ灯 計 

新 宿 区 4,598 1,720 4,231 742 11,291 

中 野 区 12 884 98 391 1,385 

杉 並 区 644 1,911 

 

1 

1,536 1,169 5,260 

計 5,254 4,515 5,865 2,302 17,936 

※新宿副都心施設含む  

エ．管内管理内照式標識及び障害物表示灯基数 

令和４年４月１日現在 

種類 

区 
内照式標識 障害物表示灯 計 

新  宿  区 3 199 202 

中  野  区 4 45 49 

杉  並  区 49 104 153 

計 56 348 404 

オ．管内管理街路樹本数（高木） 

令和４年４月１日現在 

区別 

樹種 
新 宿 区 中 野 区 杉 並 区 計 

トウカエデ 994   648 1,689  3,331  

プラタナス

類 
1,181  573  308   2,062  

イ チ ョ ウ 562   493   1,368 2,423 

フ ウ 類 50    601 459 1,110  

ケ ヤ キ 638   214  304   1,156  

エンジュ類 60 12 274 346 

そ の 他 1,795  

 
1,240 1,320  4,355 

計 5,280  

 
3,781  5,722 14,783 

 

 
※緑地内高木除く 

⑵ 道路の維持 

ア．都道全般 

 都道の維持管理は、中野、新宿、杉並の３工区に巡回班を配置（中野工区は平成 20 年４月、杉並工区

は平成 25 年４月から外部委託）し、管内のパトロールにより発見した危険箇所や、地元住民等からの通

報及び陳情のあった損傷箇所等の緊急措置や、維持修繕の緊急依頼を行っている。維持修繕工事は単価

契約業者による請負工事で行っている。 

 道路維持の主な作業としては、車道・歩道について、安全な状態を維持するため穴埋め、段差解消、

部分打替等を行う他、道路照明、防護柵、よう壁、排水施設等の道路施設について、その性能が維持で

きるよう器具の交換、撤去・設置、補修を行っている。 
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 また、管内都道の路面清掃についても、環境局から移管された平成 16 年以降委託業務にて行ってい

る。 

イ．駅前広場 

 当所で管理している JR 駅前広場は、新宿駅東口・西口の２箇所である。それぞれの広場については、

JR、私鉄及びバス等の一般乗降客の利用に支障がないように、常時維持管理を行い、広場の安全確保に

努めている。 

ウ．橋梁の維持 

 橋梁の維持管理は、交通の安全を良好な状態に保ち、地震に強い道路橋梁の整備及び遮音壁設置によ

る沿道環境の整備など、既設橋梁の構造を保全し交通の安全を保持する管理的事業で、主として塗装塗

替、橋面舗装、上下構造の損傷の修理等を行っている。令和４年度の一般橋については、橋面舗装１橋、

維持補修７橋の施工を予定し、歩道橋については、塗装塗替５橋、橋面舗装３橋、補修補強５橋の施工

を予定している。 

一般橋、長大橋を中心に予防保全型の管理として橋梁の長寿命化の対策を進めており、令和４年度は、

高円寺陸橋（東京都道路整備保全公社委託）、副 10 号高架橋の施工を予定している。 

エ．街路樹の維持 

 街路樹の適切な維持管理は、都市環境の保全に寄与するとともに、良好な都市景観を形成し、安全で

快適な街並みを創造することを目的としている。 

そのため、年間を通じて、高木剪定・中低木刈込み・除草清掃・病害虫の防除・枯損木の植替・低木

の補植等、樹木の育成に応じた維持管理を実施している。 

また、倒木や根上りなどを未然に防止するため、幹周り 60 ㎝以上の街路樹の診断や植替えを順次進め

て、街路樹の安全管理を図っている。 

⑶ 道路の補修 

ア．路面補修 

 路面補修は、道路を常に良好な状態に保全するために行う計画的な事業であり、供用性の低下した舗

装の修繕と交通量の増大等に対応するため、舗装改良を行うものである。令和４年度の計画は約 10.2 万

㎡ (29 箇所) の路面補修工事を予定している。 

 現在、バリアフリー化を推進するため、現道内において路面補修工事に併せて、歩道横断勾配の改善

や歩道巻き込み部、横断歩道部の段差改善など、沿道条件に合わせた工夫により実施している。 

 また、沿道環境の改善を図るため、騒音の環境基準（夜間）超過区間の路線については、路面補修工

事に併せて、低騒音舗装を実施しており、令和４年度は、22 箇所、6.7 ㎞について低騒音舗装の施工を

予定している。特に環七通り・環八通りにおいては、道路交通騒音対策の優先的対策道路区間に指定さ

れていることから二層式による低騒音舗装の施工を実施している。 

 なお、ヒートアイランド現象の緩和に向けた道路舗装の一施策として、主に新宿区において保水性舗装

及び遮熱性舗装を実施している。令和４年度は、保水性舗装を新宿副都心九号線など２箇所、遮熱性舗装

を外苑東通りなど２箇所で予定している。 
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イ．無電柱化 

 無電柱化は、都市防災機能の強化、良好な都市景観の創出、安全で快適な歩行空間の確保を目的としてお

り、「東京都無電柱化推進計画（改定）（平成 31年３月）」に基づき整備を推進している。令和４年度は、環七

通りなど６箇所で工事を予定している。 

 また、新青梅街道など 11箇所で予備設計・詳細設計等を予定している。 

ウ．自転車通行空間整備 

 自転車と歩行者、自動車がともに安全で安心して通行できるよう「東京都自転車走行空間整備推進計画（平

成 24年 10月）」に基づき整備を進めているが、2040年代に向けた自転車通行空間の将来性を提示するととも

に、今後 10年間における整備手法や整備計画などが、令和３年５月に「東京都自転車通行空間整備推進計画」

として策定された。令和４年度は、新青梅街道など３箇所で工事を予定している。 

  

⑷ 道路施設の維持 

新宿副都心 

 新宿副都心の施設は、１日平均 359 万人（2018 年、世界一）が乗降する超過密な新宿駅のスムーズな通行のた

め、その役割を担っている。  

施設の管理は、東京都道路整備保全公社に委託し、24 時間態勢で安全性、快適性の確保をめざし、そして非常

事態の発生に対しても早急な対応が出来る態勢を整え、事態の悪化、拡大の防止に努めている。 

主な施設は、新宿駅西口広場（以下、「西口広場」という）や新宿副都心四号線地下道（以下、「４号街路」とい

う）、新宿歩行者専用地下道１号線（ワンデーストリート、シーズンロード）、新宿歩行者専用地下道２号線（タイ

ムズ・アベニュー）、新宿西口歩行者デッキ（カリヨンデッキ）、新宿西口共同溝、淀橋共同溝である。              

新宿副都心施設 案内図 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 新宿歩行者専用地下道１号線 

新宿副都心四号線地下道 

新宿駅西口広場 

新宿西口歩行者デッキ 

中央監視室 

新宿歩行者専用地下道２号線 

工事中（P54 参照） 
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新宿副都心施設総合監視 

 新宿副都心の広域、多種の施設を集中的、効率的に

維持管理を行うため、中央監視室（新宿歩行者専用地

下道２号線）にて、総合監視を行っている。 

従前の監視室は、西口広場及び４号街路・新宿歩行

者専用地下道１号線・新宿歩行者専用地下道２号線

と、三箇所に分散配置されていたが、平成 12年度から

平成 15年度までに監視室の集約化を図る設備改修が行

われ現在に至る。 

 

 

 

  

新宿駅西口広場（西口広場）・新宿副都心四号線地下道（４号街路） 

     

新宿駅西口広場は、淀橋浄水場跡を副都心建設公社が建設、整備し、昭和 41年 10月に供用を開始した。地上階が

バスターミナル、地下１階が西口広場、地下２階が駐車場の３階建ての構造物で、全体面積は 15,560㎡（車道 4,304

㎡・歩道 11,256㎡）である。 

その後、西口広場整備計画の策定及び旧インフォメーションセンター（現：イベントコーナー）付近で平成 10 年

２月の出火で消失した広場の復旧工事、耐震補強工事を経て、現在の姿に生まれ変わった。また、平成 23年度には、

地下ロータリーの噴水跡地を緑地にリニューアルした。 

最近では漏水対策工事及びサインの改修工事を実施し、令和２年７月に完了している。 

 令和４年度は老朽化した監視制御設備（西口広場）とシャッター（西口広場、歩行者専用地下道１号線・歩行者専

用地下道２号線）の改修を予定している。 
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４号街路は、延長 303 ｍのボックスカルバートで車道と歩行者を分離し、歩行者用通路が設けられている。 

平成２年には、都庁の移転と景観整備事業により歩道拡幅及び、床や天井等の改修を行い、平成８年７月に

動く歩道の設置を行った。 

 その後、施設の老朽化により改修工事が必要となったため、平成 24年度から大規模改修を実施し、平成 29年

５月に完了した。 

 

新宿副都心四号線地下道（４号街路）の動く歩道の仕様 

   規模：ゴムベルト式 50ｍ×８基（南北各４基） 

乗客輸送能力：9,000人／時 

運転速度：30m／分 

 運転時間 

   南 側： 8:00～19:00（新宿駅から都庁方向） 

   北 側： 8:00～10:00（新宿駅から都庁方向）、 10:00～19:00（都庁方向から新宿駅） 

 

    運用管理 

    ア 運用時間 

      ・西口広場は、原則 24時間開放 

       ※一部エリアは、シャッターによる閉鎖管理（23:00～翌日 5:00） 

・４号街路は、シャッターによる閉鎖管理（1:30～4:00） 

    イ 運転監視 

      ・受変電設備            ・非常時の放送設備 

・西口広場・４号街路内の換気    ・CCTV監視設備（カメラ 43台） 

・空調設備             ・自動火災報知等の防災設備 

・照明設備             ・発電機設備 

・新宿西口共同溝、淀橋共同溝、新宿駅西口歩行者デッキの点検・維持管理 

 

改修後 改修前 
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 新宿歩行者専用地下道１号線（ワンデーストリート・シーズンロード） 

  新宿歩行者専用地下道１号線は、都庁第二本庁舎より都営新宿駅を結ぶ地下道（通称：ワンデーストリート）、

京王プラザホテル敷地を通り４号街路を結ぶ地下道（通称：シーズンロード）の２本の地下道で構成されており、

都庁舎の移転に併せて、平成３年３月に供用を開始した。 

延長 734 ｍ ワンデーストリート（430 ｍ）、シーズンロード（304 ｍ） 

面積 5,185㎡ 

 ワンデーストリートは、京王側から都庁舎

に向かって都市の日の出から日の入りまでの

一日の時間変化を一方の壁面に表現してい

る。反対側の壁面は空間の広がりを与えるた

め反射ガラスとしており、天井は青空のイメ

ージと曲線は雲をモチーフに、床は雲の光と

影を表現したものとなっている。 

  

 

 

シーズンロードは一年間の四季の変化を壁

面及び間接照明で表現しており、壁面は「けや

き」の葉の四季の変化を表現し、「小鳥」が歩

く方向を案内している。なお、通称名は、三建

職員の提案により決定された。 

 

  運用管理 

  ア 運用時間  6:00～23:00 

夜間運用終了後は各出入口及びビル接続口

のシャッター等により閉鎖管理 

  イ 運転監視 

（中央監視室からの集中監視） 

    ・受変電設備          ・自動火災報知等の防災設備等 

・地下道内の換気        ・地下道内の状態監視（CCTV監視設備） 

・空調設備           ・非常時の放送設備 

・照明設備           ・エスカレーター設備（７箇所） 

なお、新宿歩行者専用地下道１号線の監視室は巡視員のみが配置されているため、設備故障及び非常時の対応は、

新宿歩行者専用地下道２号線より技術職が現場に駆けつけ、対応処理している。 

平成 29年度から令和元年度までに、電気・機械設備の大規模改修を実施した。 
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新宿歩行者専用地下道２号線（タイムズアベニュー） 

  新宿歩行者専用地下道２号線（通称：タイムズアベニュー）は、新宿副都心四号線（４号街路）と、新宿副都心

十一号線（11号街路）の交差部から、青梅街道（東京メトロ丸ノ内線西新宿駅）間を結ぶ地下道で、平成９年 12

月に供用を開始した。 

また、平成 23年５月に、西新宿駅から新宿警察署まで

延伸し、平成 25年４月に E8出入口が完成した。 

延長 780 ｍ（都道部 564ｍ、区道部 216ｍ） 

面積 8,524㎡（都道部 6,680㎡、区道部 1,844㎡） 

専用地下道２号線は、長いスパンでの『時』をテーマ

としており、過去→現在→未来へと続く「時の流れ」を

連続的に表現している。東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅

から新宿アイランドタワー付近の 180ｍは、地層（大昔

から積み重ねられて来た時間）をデザインした壁と時の

流れを表現した波形の天井で「過去」を表現している。 

東京ヒルトンホテル（中央監視室付近）付近の 40ｍ

は、壁をガラス張りにして「現在」を写す鏡を表現。 

第一生命ビル付近から都営大江戸線都庁前駅までの

約 130ｍの区間は、壁、天井、地下道内に石、ガラス、

大理石を置き、明るく透明感のある「未来」を表現して

いる。 

現在は新宿警察署・新宿野村ビル前から新都心歩道橋

下交差点付近までの約 140m の区間で延伸工事を行って

いる。 

 

   運用管理 

   運用時間 6:00～23:00 

夜間運用終了後は各出入口及びビル接続口のシャッター等により閉鎖管理 

   運転監視業務（中央監視室からの集中監視）  

    ・自動火災報知等の防災設備     ・エスカレーター設備（12箇所） 

・受変電設備            ・エレベーター設備（1箇所） 

・空調・換気設備          ・非常時の放送設備 

・照明設備             ・地下道内の状態監視（CCTV監視設備） 

なお、区道部分の維持管理は新宿区で行っている。 
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井荻トンネル・練馬トンネル 

 ・井荻トンネル 

   井荻トンネルは、環状八号線の慢性的な渋滞を緩

和するため、早稲田通り、西武新宿線、新青梅街道

及び千川通りを一気に通過する延長1,263ｍのトン

ネル、トンネル上部の利用者用に西武新宿線を跨ぐ

跨線橋（L=165ｍ）及び歩行者の南北連絡のための

横断地下道の３階構成で構築されている。 

   また、横断地下道に設置されたエスカレーター

は、エレベーターへ更新を行い、平成 28 年７月に

供用を開始している。 

   エレベーター施設の運用管理及び維持管理は、杉並区が行っている。 

現在も、交通量は一日 50,000台を超え、このうち大型車の混入率が２割を超える非常に特殊な都内でも最大

級(AA級)のトンネルで、年間約 1,800万台通行している。 

このように交通量が非常に多いため、事故時の連絡体制等警視庁・所轄警察署・消防署と連携をとり、迅速な

対応ができる体制をとっている。また、ITV映像も警視庁・所轄警察署に配信している。 

トンネル内通行車両に対して、ラジオにより非常放送を伝達出来るように整備されている。 

工事期間約９年、総工費約 650億円をかけて建設され、平成９年４月に供用開始した。 

   令和２年度から、機械設備、電気設備の設備更新を行っている。 

 

 ・練馬トンネル 

練馬トンネルは、笹目通り（補助第 134 号線）や

目白通り（放射第７号線）等が接続することで、環状

八号線の慢性的な渋滞を緩和するため、南田中地区、

西武池袋線、富士見台地区、貫井地区（環状八号線、

延長 1.8ｋｍ）に整備され、井荻トンネルと接続され

平成 18年５月 28日に交通開放された。 

井荻トンネル同様、練馬トンネルは住宅近隣地域の

ため、排ガスと災害時の排煙対策として、天井を半分

開けた形の半地下トンネルである。練馬トンネルでも

照明、監視、標識、防災設備等の様々な施設を擁している。 

また、井荻トンネルと練馬トンネルは井荻南換気所で一体監視しているが、長大トンネルとなったため、補助

管理所として、南田中三丁目に練馬管理所を設け、連携をとって現場対応を行っている。また、練馬管理所は、

緊急車両の出入口にもなっている。 
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・内回り系 

練馬トンネル 1,143.3ｍ 

井荻トンネル 1,467.9ｍ（旧井荻トンネル 1,263ｍ＋延長分 204.9ｍ） 

・ 外回り系 

井荻トンネル 1,263ｍ 

練馬トンネル 1,814.3ｍ 

計     3,077.3ｍ 

  練馬トンネルの交通量は、井荻トンネル同様、年間約 600万台通行しており、井荻トンネルと接続して、全長約

3.1ｋｍの都市部のトンネルとしては、極めて長大（ＡＡ級）な道路施設である。 

  また、井荻トンネル同様に、交通量が非常に多いため、ラジオによる非常放送設備の共用や ITV 映像の配信を、

警視庁・所轄警察署・消防署等と連携し、事故時の迅速な対応が可能な体制を構築している。 

 

  運用管理 

  ア 運用時間 24時間  

  イ 運転監視 受変電設備 

換気設備 

照明設備 

非常電話等の防災設備 

発電機設備 

非常時の放送設備 

ITV監視設備（井荻 28台、練馬 48台） 

ウ 維持管理体制 

    日常の点検及び運転・維持管理は、東京都道路整備保全公社に委託し、24時間体制で維持管理を実施して

いる。また、トンネル内の交通事故や故障車、落下物の処理などの現場作業も、練馬トンネル補助監視所と

連携を図り実施している。 
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エ 主要設備 

・受変電設備 

＜井荻トンネル＞ 

受電電圧 6.6kV ２回線（本線：今川・予備：上荻） 

契約電力 703kW（変電所は別の場所より受電） 

季節別時間帯別電力２型 

＜練馬トンネル＞  

受電電圧 6.6kV ２回線（本線：南田中・予備：谷原） 

契約電力 122kW（変電所は別の場所より受電）  

季節別時間帯別電力２型 

   ・機械設備     

＜井荻トンネル＞ 

（ァ）換気設備 

・排風機 Φ2,500×４系統×８台 

※185kw 120㎥/s. 100mmAq ×８台 

・ジェットファン Φ630×内回り７台、外回り２台 計９台 ※ 30m/s  11kw×９台 

・換気方式 

大排煙口付集中排気式縦流換気方式（排気塔 35ｍ）を通してトンネル内の汚染空気を集中的に

排出することにより、坑口から流入する新鮮な空気がトンネルの軸方向（縦方向）に流れる方式。 

（ィ）除塵装置 

降下煤塵を物理的に取り除く装置で、フィルター2,112枚（528枚・４箇所）使用 

（ゥ）計測装置 

ＶＩ計（煙霧透過率測定装置）４組（内回り、外回り各２組） 

＊設計煤煙透過率 40％ 

・煤煙濃度を測定するもので、環境基準等でいう重量濃度（ｍｇ／㎥）を測定するのでなく、

100ｍ区間における光の透過率を表す光学的な濃度単位。 

投光部と受光部を光ファイバーで結び、ファイバーを通した光量を基準として計測。 

【参 考】  

・煤煙透過率と不快適正（トンネル技術基準より） 

透過率 100～60：きれいな状態 

60～50：煙が見えるようになる 

50～40：煙が気になる 

40～30：非常に不快な状態 

30以下：許容できない状態 

CO計（一酸化炭素測定装置）２台（内回り、外回り各１台） 
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＊設計濃度 50ｐｐｍ 

Ｗ計（風向風速測定装置）６台（内回り、外回り各３台） 

換気制御は交通量及び計測装置(VI計・CO計)によるフィードバック制御並びプログラム制御で自

動制御できるが、平成 12年度から自動制御運転をとりやめ、省エネ対策としてより効率的な手動

による運転に切り替えている。 

 

・非常用発電設備 

＜井荻トンネル＞ 

ディーゼル発電機 1,250kVA １台 

※停電時は照明設備・消火栓ポンプ・排風機に電源供給する。満タン（2,700ℓ100％負荷）で連続

約 24時間送電可能。起動指令後約 30秒で電圧確立し、送電可能（常時アイドリング状態） 

＜練馬トンネル＞ 

ディーゼル発電機 350kVA   １台 

※停電時は照明設備・消火栓ポンプに電源供給する。満タン（980ℓ100%負荷）12時間対応可能。 

 

・消火設備 

機器設備名 井荻トンネル 練馬トンネル 

消 火 ポ ン プ 185 Kw      １台 37 Kw    １台 

呼 び 水 ポ ン プ  2.2 Kw     １台 0.4 Kw     ２台 

主   水   槽 270㎥ 60 ㎥ 

呼   水   槽 圧力タンク 自動給水装置 

火 災 感 知 機 25ｍ 間隔  

手 動 通 報 機 50ｍ 間隔 50ｍ 間隔 

非  常  電  話 100ｍ 間隔 100ｍ 間隔 

泡  消  火  器 50ｍ 間隔 50ｍ 間隔 

消   火   器 50ｍ 間隔 50ｍ 間隔 

水   噴   霧 25ｍ 間隔  

 

  




